
小
・
中
学
生
総
合
保
障
制
度

ご
加
入
の
お
す
す
め

お
子
さ
ま
が
加
害
者
に

お
子
さ
ま
が
ケ
ガ

（
小
・
中
学
生
総
合
保
障
制
度
は
、団
体
総
合
生
活
保
険
の
ペ
ット
ネ
ー
ム
で
す
。）

令
和
5年
度
広
島
県
PT
A
連
合
会

必
ず
ご
覧
く
だ
さ
い

 そ
の
備
え
の
ご
案
内
で
す
。

「
も
し
も
が
起
こ
っ
た
時
に

大
切
な
お
子
さ
ま
を
守
る
」

・
・
・
　
・
・
・
・
・

重
要

保
険
期
間

令
和
5年
4月
25
日（
火
）午
後
4時
～

令
和
6年
4月
25
日（
木
）午
後
4時
ま
で
1年
間

掛
金
引
き
落
と
し
日

お
問
合
せ
の
内
容
に
応
じ
て
以
下
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

こ
の
ご
案
内
は
、団
体
総
合
生
活
保
険
の
内
容
を
ご
紹
介
し
た
も
の
で
す
。ご
加
入
に
あ
た
っ
て
は
、必
ず「
重
要
事
項
説
明
書
」を
お
読
み
く
だ
さ
い
。詳
細
は
契
約
者
で
あ
る
団
体
の
代
表
者
の
方

に
お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
保
険
約
款
に
よ
り
ま
す
が
、ご
不
明
の
点
が
あ
り
まし
た
ら
、取
扱
代
理
店
ま
た
は
引
受
保
険
会
社
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

ご
加
入
を
申
込
ま
れ
る
方
と
被
保
険
者
が
異
な
る
場
合
は
、こ
の
ご
案
内
の
内
容
を
被
保
険
者
に
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

［
引
受
幹
事
保
険
会
社
、ご
意
見・
ご
相
談
先
］

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険（
株
）

（
担
当
支
社
）広
島
支
店
広
島
中
央
支
社

〒７
３０
-８
７３
０
  

広
島
市
中
区
八
丁
堀
３
-３
３
 広
島
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ワ
ー
６Ｆ

ＴＥ
Ｌ
 ０
８２
-５
１１
-９
１９
４

［
共
同
引
受
保
険
会
社
］

あい
おい
ニッ
セイ
同
和
損
害
保
険（
株
）

〒７
３０
-8
58
0 
 

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
1-８
-13

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保
広
島
TY
ビ
ル

ＴＥ
Ｌ
 ０
８２
-２
４３
-７
７９
１

［
団
体（
契
約
者
）］

広
島
県
PT
A
連
合
会

〒７
３２
-0
05
2 
 

広
島
市
東
区
光
町２
丁
目９
-１４
（
ＣＯ
ＭＳ
光４
階
）

ＴＥ
Ｌ
 ０
８２
-２
６２
-１６
００

お
子
さ
ま
が
い
つ
ど
こ
で
ケ
ガ
し
て
も

24
時
間
補
償！

学
校
内

通
学
途
中

ご
家
庭

※
団
体
割
引
30
%
、損
害
率
に
よ
る
割
引
30
%
適
用！
 

保
険
料
約
51
%
割
引 ！

令
和
5
年
1月
作
成
　
2
2
-T
0
4
7
7
0

制
度
の
内
容
・
加
入
手
続
き

住
所
変
更
・
転
校
な
ど
の

お
問
合
せ
や
ご
連
絡

お
ケ
ガ
・ご
病
気
の

ご
連
絡
は

自
転
車
事
故

対
応
保
険

6
月
2
7
日（
火
）

TE
L 
: 0
12
0-
01
8-
21
7

FA
X
: 0
82
- 2
43
- 0
14
0

月
～
金
曜
日
 ９：
００
～
１７
：０
０

休
日
を
除
く

広
島
県
ＰＴ
Ａ
連
合
会
 小
・中
学
生
総
合
保
障
制
度
お
問
い
合
わ
せ
先

〈
取
扱
代
理
店
〉　
㈱
東
京
海
上
日
動
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
中
国
四
国

〒７
３０
－０
０
51
 広
島
市
中
区
大
手
町
1-
2-
1 
お
り
づ
る
タ
ワ
ー
 ４
階

取
扱
代
理
店
は
引
受
保
険
会
社
と
の
委
託
契
約
に
基
づ
き
、保
険
契
約
の
締
結・
契
約
の
管
理
業

務
等
の
代
理
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。し
た
が
い
ま
し
て
、取
扱
代
理
店
と
の
間
で
有
効
に
成
立
し

た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
引
受
保
険
会
社
と
直
接
契
約
さ
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

自
転
車
に
よ
る
事
故
も
補
償

ス
マ
ホ
・
P
C
か
ら
簡
単
に
加
入
申
込
が
で
き
ま
す
！

TE
L

こ
の
保
険
で
補
償
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
故
が
生

じ
た
場
合
は
、事
故
の
日
時
、場
所
、被
害
者
名
、事

故
状
況
、加
入
者
証
券
番
号
な
ど
を
直
ち
に（
補
償

に
よ
っ
て
は
30
日
以
内
）取
扱
代
理
店
ま
た
は
引
受

保
険
会
社
に
ご
通
知
の
上
、保
険
金
請
求
の
お
手
続

き
を
お
取
り
く
だ
さ
い
。損
害
賠
償
責
任
の
全
部
又

は
一
部
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め

引
受
保
険
会
社
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

TE
L 
: 0
12
0-
01
8-
46
6

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
㈱

中
国
損
害
サ
ー
ビ
ス
部
　
火
災
新
種
損
害
サ
ー
ビ
ス
室
ＰＴ
Ａ
コ
ー
ナ
ー

〈
病
気
入
院
の
場
合
〉東
京
海
上
日
動
安
心
11
0番
（
受
付
セ
ン
タ
ー
）

TE
L：
01
20
-7
20
-1
10

（
受
付
時
間：
24
時
間
36
5日
）

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

け
が
を
さ
れ
た

方
、事
故
の
場

所
な
ど
の
状
況

を
入
力
し
ま
す
。

ス
マ
ート
フ
ォ
ン

な
の
で
操
作
は

簡
単
。迅
速
に

対
応
い
た
し

ま
す
。

万
一
事
故
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
時
、い
ち
早
く
ス
マ
ート
フ
ォ
ン
か
ら
事
故
の
連
絡
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

操
作
は
簡
単
。表
示
さ
れ
た
画
面
の
手
順
に
基
づ
い
て
入
力
し
、送
信
す
る
だ
け
。

加
入
者
証
が
お
手
元
に
届
き
次
第
す
ぐ
に
ご
利
用
で
き
ま
す
。

空
メ
ー
ル
送
信

に
よ
り
ア
ク
セ

ス
U
R
Lを
入
手

し
ま
す
。

画
面
の
操
作

手
順
に
従
っ
て

加
入
者
の
情

報
を
入
力
し
て

い
き
ま
す
。

ア
ク
セ
ス
は
こ
ち
ら

※
PC
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

（
受
付
時
間：
24
時
間
36
5日
）

万
一
事
故
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
際
、お
ケ
ガ
、ご
病
気
の
ご
請
求
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
状
況
を
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
令
和
5年
4月
1日
よ
り
広
島
県
で
は
、

自
転
車
保
険
加
入
の
義
務
化
が
施
行
さ
れ
まし
た
。

本
制
度
は
自
動
更
新
と
な
り
ま
す
。「
自
動
継
続
の
ご
案
内（
封
書
）」
が
届
い
た
方
、

ま
た
は「
団
体
保
険
一
斉
募
集
の
お
知
ら
せ
」メ
ー
ル
が
届
い
た
方
は
お
手
続
き
不
要
で
す
。

4月
24

日（
月
）

申
込

締
切

10
月
２４

日（
火
）

申
込

締
切

尾

～
4月
2６

日（
水
）

ht
tp
:/
/e
zo
o.
jp
/d
s5
/A
00
80
09
E
A
73
12
30
42
30
1

ht
tp
:/
/e
zo
o.
jp
/d
s2
/A
00
80
09
E
A
73
12
30
4

新
規
加
入

中
途
加
入



3

広
島
県
PT
A
連
合
会
の
会
員
の
皆
様
へ

「
広
島
県
P
TA
連
合
会
小
・
中
学
生
総
合
保
障
制
度
」な
ら

こ
ん
な
時
に
も
補
償
が
受
け
ら
れ
る
！

保
険
金
お
支
払
い
例

病
気
入
院
補
償

お
子
さ
ま
が
疾
病
で
2日
以
上
入
院
さ
れ
た
時
、補
償
さ
れ
ま
す
。（
同
一
の
疾
病
※
に
つ
い
て
6０
日
限
度
）

（
H・
W
２・
W
１
プ
ラ
ン
）。

◎
Hプ
ラ
ン
の
場
合

（
入
院
1日
5,
00
0円
×
10
日
）

※
上 ＿
＿記
は
当
社
が
作
成
し
た
事
故
例
で
あ
り
、
過
去
に
実
際
に
発
生
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

傷
害
補
償

保
険
金
お
支
払
い
例

個
人
賠
償
責
任
補
償

お
子
さ
ま
や
、ご
家
族
の
方
が
日
常
生
活
で
万
が
一
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
っ
た
時
、補
償
さ
れ
ま
す
。

お
子
さ
ま
の
身
体
の
補
償

お
子
さ
ま
の
身
体
の
補
償

費
用
の
補
償

自
宅
で
学
校
貸
与
の

タ
ブ
レ
ット
を
誤
っ
て

壊
し
て
し
ま
っ
た
。

約
25
,０
00
円

５０
,０
00
円

11
,6
00
円

Hプ
ラ
ン
は
地
震・
噴
火

ま
た
は
こ
れら
に
よ
る
津
波
で
の

ケ
ガ
も
補
償
さ
れ
ま
す
。

入
院・
通
院
は

1日
目
より
補
償！

保
険
金
お
支
払
い
例

◎
Hプ
ラ
ン
の
場
合

（
通
院
1日
2,
90
0円
×
4日
）

お
子
さ
ま
が
急
激
か
つ
偶
然
な
外
来
の
事
故
で
お
ケ
ガ
を
さ
れ
た
時
、入
院・
通
院
を
は
じ
め
手
術・
後
遺
障
害・
死

亡
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

（
細
菌
性
食
中
毒
等
補
償
特
約
付
帯
）（
熱
中
症
危
険
補
償
特
約
付
帯
）

携
行
品
補
償

学
用
品・
身
の
回
り
品
な
ど
の
補
償

約
10
,0
00
円

被
保
険
者

（
保
険
の
対
象
と
な
る
方
）は

加
入
者
本
人
と
な
る

お
子
さ
ま
で
す
。

保
険
金
お
支
払
い
例

保
険
の
対
象
と
な
る
方
が
所
有
す
る
、自
宅
外
で
携
行
し
て
い
る
学
用
品・
身
の
回
り
品
が
、登
下
校
中
、学
校
内
の

授
業・
休
憩
時
間
中
、学
校
行
事
中
、ク
ラ
ブ
活
動
中
等
、学
校
の
管
理
下
で
損
害
を
受
け
た
と
き
に
保
険
金
が
支
払

わ
れ
ま
す
。（
1年
間
で
10
万
円
限
度・
免
責
金
額（
自
己
負
担
額
）1
事
故
に
つ
き
3,
00
0円
）

（
損
害
額
は
時
価
額
が
限
度
で
す
）（
学
校
管
理
下
動
産
補
償
特
約
）※

2

風
邪
を
こ
じ
ら
せ

肺
炎
に
な
り

入
院
し
て
し
ま
っ
た
。

体
育
の
時
間
に

バ
ス
ケ
ット
を
し
て
い
て

突
き
指
を

し
て
し
ま
っ
た
。

昼
休
憩
中
に
転
倒
し
て

メ
ガ
ネ
を

壊
し
て
し
ま
っ
た
。

広
島
県
PT
A
連
合
会
会
長

山
本
  浩
司

（
自
発
的
通
信
機
能
付
タ
ブ
レ
ット
等
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、後
の
疾
病
は
前
の
疾
病
と
異
な
る
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

　
退
院
後
、そ
の
日
を
含
め
て
18
0日
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
以
降
に
、再
び
そ
の
疾
病
の
入
院
治
療
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
。

●
病
気
入
院
補
償
に
係
る
控
除
証
明
が
必
要
と
な
る
場
合
は
お
手
数
で
す
が
本
パ
ン
フ
レ
ット
記
載
の
お
問
い
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
10
月
以
降
受
付
）。
※
生
命
保
険
料
控
除
制
度
の
詳
し
い
内
容
に

つ
き
まし
て
は
、日
本
損
害
保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ht
tp
//
w
w
w
.s
on
po
.o
r.j
p/
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。ご
参
考：
本
制
度
の
控
除
証
明
額（
4/
25
補
償
開
始
、団
体
割
引
30
%・
損
害
率
に
よ
る
割
引
30
％
適

用
の
場
合
）H
プ
ラ
ン：
1,
40
0円
 W
2プ
ラ
ン：
1,
32
0円
 W
1プ
ラ
ン：
1,
04
0円
●
携
行
品
の
損
害
保
険
金
の
お
支
払
額
の
合
計
が
保
険
金
額（
１０
万
円
）と
同
額
と
な
っ
た
場
合
は
、こ
の
携
行
品
の
補
償
は
損

害
発
生
時
に
終
了
し
ま
す
。携
行
品
の
自
己
負
担
額
は
3,
00
0円
で
す
。●
手
術
保
険
金
で
は
傷
の
処
置
や
抜
歯
等
お
支
払
い
の
対
象
外
の
手
術
が
あ
り
ま
す
。●
後
遺
障
害
保
険
金
は
、後
遺
障
害
の
程
度
に
応

じ
て
死
亡
・
後
遺
障
害
保
険
金
額
の
4～
10
0％
を
お
支
払
い
し
ま
す
。●
制
度
維
持
費
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、広
島
県
P
TA
連
合
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。●
上
記
保
険
料
は
職
種
級
別
Aの
方
を
対
象
とし

た
も
の
で
す
。お
子
様（
被
保
険
者
－
保
険
の
対
象
と
な
る
方
）が
継
続
的
に
ア
ル
バ
イト
に
従
事
し
て
い
る
等
で
、職
種
級
別
Aに
該
当
し
な
い
場
合
は
、保
険
料
が
異
な
り
ま
す
の
で
、取
扱
代
理
店
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。（
*1
）こ
の
保
険
契
約
が
初
年
度
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、被
保
険
者
が
疾
病
を
被
っ
た
時
が
保
険
期
間
の
開
始
時
よ
り
前
で
あ
る
と
き
は
、当
会
社
は
保
険
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

（
*2
）こ
の
保
険
契
約
が
初
年
度
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
を
発
病
し
た
時
が
保
険
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
日
を
含
め
て
保
険
証
券
記
載
の
免
責
日
数
1日
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
の

午
前
0時
よ
り
前
で
あ
る
と
き
は
、当
会
社
は
保
険
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。●
上
記
掛
金
に
は
保
険
料
の
ほ
か
、制
度
維
持
費（
通
信
費
・
口
座
振
替
手
数
料
な
ど
）が
一
律
30
0円
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。●
「
保
険
の
対

象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）ご
本
人
」と
し
て
ご
加
入
で
き
る
方
は
広
島
県
P
TA
連
合
会
会
員
の
各
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
・
生
徒
の
方（
入
学
手
続
き
を
終
え
た
方
を
含
み
ま
す
）と
な
り
ま
す
。●
保
険
の
対
象
と
な
る

方（
被
保
険
者
）の
範
囲：
①
こ
ど
も
傷
害
補
償
、携
行
品
は
ご
本
人
*1
、②
個
人
賠
償
責
任
は
ご
本
人
*1
・ご
本
人
*1
も
し
く
は
親
権
者
の
同
居
の
ご
親
族
・ご
本
人
*1
も
し
く
は
親
権
者
の
別
居
の
未
婚
の
お
子
様
と

な
り
ま
す
。※
保
険
の
対
象
と
な
る
方
の
続
柄
は
損
害
の
原
因
と
な
っ
た
事
故
発
生
時
に
お
け
る
も
の
を
い
い
ま
す
。※
個
人
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、ご
本
人
*1
の
親
権
者
、そ
の
他
の
法
定
の
監
督
義
務
者
お
よ
び

代
理
監
督
義
務
者
も
保
険
の
対
象
と
な
る
方
に
含
み
ま
す
。（
代
理
監
督
義
務
者
に
つ
い
て
は
ご
本
人
*1
に
関
す
る
事
故
に
限
り
ま
す
。）
。ま
た
、ご
本
人
*1
以
外
の
上
記
の
保
険
の
対
象
と
な
る
方
が
責
任
無
能
力

者
で
あ
る
場
合
は
、責
任
無
能
力
者
の
親
権
者
、そ
の
他
の
法
定
の
監
督
義
務
者
及
び
代
理
監
督
義
務
者（
責
任
無
能
力
者
の
配
偶
者
ま
た
は
親
族
に
限
り
ま
す
。）
も
保
険
の
対
象
と
な
る
方
に
含
み
ま
す（
責
任

無
能
力
者
に
関
す
る
事
故
に
限
り
ま
す
。）
。

*1
加
入
依
頼
書
等
に「
被
保
険
者
ご
本
人
」と
し
て
記
載
さ
れ
た
方
を
い
い
ま
す
。

※
育
英
費
用
に
つ
い
て
は
、あ
ら
か
じ
め
扶
養
者
を
指
定
し
、扶
養
者
の
お
名
前
を
加
入
依
頼
書
等
の「
被
保
険
者
の
扶
養
者
」欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。原
則
とし
て
、扶
養
者
とし
て
指
定
で
き
る
の
は
、保
険
の
対

象
と
な
る
方
の
親
権
者
で
あ
り（
保
険
の
対
象
と
な
る
方
が
成
年
に
達
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
。）
、か
つ
、保
険
の
対
象
と
な
る
方
の
生
活
費
お
よ
び
学
業
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
継
続
的
に
負
担
し
て
、保
険
の

対
象
と
な
る
方
の
生
計
を
主
に
支
え
て
い
る
方
とし
ま
す
。

【「
保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）に
つ
い
て
」に
お
け
る
用
語
の
解
説
】

（
1）
親
族：
6親
等
以
内
の
血
族
ま
た
は
3親
等
以
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す（
配
偶
者
を
含
み
ま
せ
ん
。）
。

（
2）
未
婚：
こ
れ
ま
で
に
婚
姻
歴
が
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
3）
配
偶
者：
法
律
上
の
配
偶
者
の
ほ
か
、①
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情（
婚
約
と
は
異
な
り
ま
す
。）
に
あ
る
方
お
よ
び
②
戸
籍
上
の
性
別
が
同
一
で
あ
る
が
婚
姻
関
係
と
異

な
ら
な
い
程
度
の
実
質
を
備
え
る
状
態
に
あ
る
方
を
含
み
ま
す
。た
だ
し
、①
お
よ
び
②
に
つ
い
て
は
、以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
が
書
面
等
に
よ
り
確
認
で
き
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

a.
婚
姻
意
思
を
有
す
る
こ
と（
戸
籍
上
の
性
別
が
同
一
の
場
合
は
、夫
婦
同
様
の
関
係
を
将
来
に
わ
た
り
継
続
す
る
意
思
を
い
い
ま
す
。）
。

b.
同
居
に
よ
り
夫
婦
同
様
の
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
。

 
（
注
1）
天
災
危
険
補
償
特
約
保
険
料
に
は
損
害
率
に
よ
る
割
引
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

賠
償
無
制
限
プ
ラ
ン

保
険
金
額
と
掛
金（
保
険
料
等
）

入
院
医
療
日
額

病
気
葬
祭
費
用

死
亡
・
後
遺
障
害

入
院

日
額

手
術
保
険
金

通
院

日
額

地
震
・
噴
火
・
津
波

熱
中

症

細
菌
性
食
中
毒

被
害
事
故
補
償

育
英

費
用

保
険

料

制
度

維
持

費

掛
金

（
1
年
分
）

病気補償 傷　　　　害

Ａ
プ
ラ
ン

Ｂ
プ
ラ
ン

　　

－－

1事
故5
,00
0万
円限
度

－－

 

－－

1事
故3
,00
0万
円限
度

個
人
賠
償
責
任

記
録
情
報
限
度
額
50
0万
円

（
＊
1）

（
＊
2）

（
免
責
日
数
1
日
）

職
種
級
別
A （
学
校
管
理
下
動
産
補
償
特
約
）

〈
免
責
金
額（
自
己
負
担
額
）〉
 

携
行
品

特
定
感
染
症

※
団
体
割
引
3
0
%
、損
害
率
に
よ
る
割
引
30
%
適
用！（
注
1）
 

Hプ
ラ
ン

3２
１
万
円

上
記
入
院
日
額
の
10
倍（
入
院
中
の
手
術
）、
5倍
（
入
院
中
以
外
の
手
術
）で
す

後
遺
障
害・
入
院
日
額・
通
院
日
額
　
傷
害
補
償
と
同
額

30
0円

10
0万
円

50
万
円

〈
1事
故
3,
00
0円
〉

1年
間
で
10
万
円
限
度

天
災
危
険
補
償
特
約
付
帯

天
災
危
険
補
償
特
約
付
帯

天
災
危
険
補
償
特
約
付
帯

2,
90
0円

天
災
危
険
補
償
特
約
付
帯

5,
00
0円

1事
故
1,
00
0万
円
限
度

10
0万
円
限
度

Ｗ
2プ
ラ
ン

Ｗ
1プ
ラ
ン

２３
２
万
円

1,
70
0円

13
8万
円

1,
20
0円

1事
故
無
制
限

1事
故
1億
円
限
度

1事
故
無
制
限

1事
故5
,00
0万
円限
度

1事
故3
,00
0万
円限
度

1事
故
1億
円
限
度

1事
故
1億
円
限
度

1事
故
1億
円
限
度

5,
00
0円

20
0万

円
20
0万
円

11
,7
00
円

14
,7
00
円

9,
70
0円

7,
20
0円

4,
70
0円

12
,0
00

円
10
,0
00

円
7,
50
0円

5,
00
0円

15
,0
00

円

27
8万
円

2４
４
万
円

2,
60
0円

○ ○
○

○
○

○

○
○

○
○

○

－
－

－
－

2,
20
0円

3,
10
0円

2,０
00
円

4,
70
0円

3,
70
0円

4,
70
0円

3,
70
0円

保
険
料

約
5
1%
割
引 ！

国
内
示
談
交
渉
サ
ー
ビ
ス
付
き

国
　
　
内

国
　
　
外

示
談
交
渉

1日 あ
た
り
約
40

円

※
直
近
の
保
険
金
の
お
支
払
状
況
・
収
支
状
況
を
踏
ま
え
、一
部
、補
償
内
容
の
変
更
を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
日々
変
化
し
予
測
で
き
な
い
危
険
が
存
在
し
て
お
り
、事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
とも
少
な
く
あ
りま
せ
ん
。

広
島
県
PT
A
連
合
会
で
は
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
を
進
め
て
い
く
た
め
の
支
援
策
の
一
つ
と
し
て
、自
転
車
事
故
を
は
じ
め
ケ
ガ
や
賠
償
ト
ラ
ブ
ル

を
24
時
間
補
償
す
る
小・
中
学
生
総
合
保
障
制
度
を
運
営
し
て
お
りま
す
。

本
制
度
は
個
人
で
加
入
す
る
場
合
に
比
べ
51
.0％
（
団
体
割
引
と
損
害
率
に
よ
る
も
の
）も
安
い
掛
金
で
ご
加
入
で
き
ま
す
。

是
非
こ
の
機
会
に
ご
加
入
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
検
討
く
だ
さ
い
。



4

お
申
し
込
み
に
あ
た
っ
て

お
手
続
き
方
法

加
入
者
票
は
5月
下
旬
か
ら
順
次
ご
契
約
住
所
に
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

加
入
者
票
が
未
着
で
あ
っ
て
も
補
償
開
始
日
以
降
の
事
故
に
つ
い
て
は
補
償
さ
れ
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

令
和
5年
4月
25
日
午
後
4時
 ～
 令
和
6年
4月
25
日
午
後
4時
 ま
で

※
4月
以
降
、毎
月
24
日
ま
で
に
お
手
続
き
が
完
了
し
ま
す
と
、翌
日
25
日
か
ら
の
中
途
加
入
が
可
能
で
す
。

保
険
料
お
よ
び
制
度
維
持
費
30
0円
は
、ご
指
定
の
引
落
口
座
よ
り
6月
27
日（
火
）に
引
き
落
と
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
引
落
口
座
の
通
帳
に
は「
M
BS
・P
TA
ホ
ケ
ン
リ
ョ
ウ
」と
表
示
さ
れ
ま
す
。

※
万
一
、引
落
日
に
年
間
保
険
料
が
引
落
不
能
の
場
合
に
は
、7
月
27
日（
木
）に
再
度
引
落
し
さ
せ
て
い
い
た
き
ま
す
。

※
7月
27
日（
木
）も
引
落
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、補
償
開
始
日
に
遡
り
、補
償
が
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
期
間

▶
補
償
の
選
択

ST
EP 4

加
入
を
検
討
す
る
 を
ク
リッ
ク
。

▶
保
護
者・
扶
養
者（
加
入
者
）情
報
の
入
力

ST
EP 3

❶
保
護
者・
扶
養
者（
加
入
者
）情
報

を
入
力
願
い
ま
す
。

❷
保
護
者・
扶
養
者（
加
入
者
）か
ら

見
た
続
柄
を
ご
選
択
願
い
ま
す
。

・加
入
者
が
父
母
の
場
合

→【
子
】を
ご
選
択
願
い
ま
す
。

・加
入
者
が
祖
父
母
の
場
合

→【
同
居
の
孫
】を
ご
選
択
願
い
ま
す
。

❸
学
生・
生
徒・
児
童（
被
保
険
者
）情

報
を
入
力
願
い
ま
す
。

❹
学
生・
生
徒・
児
童（
被
保
険
者
）の
ご

職
業【
学
生
】を
ご
選
択
願
い
ま
す
。

❺
 次
へ
進
む
 を
ク
リッ
ク
。

❶ ❷ ❸ ❹

❺

ご
加
入
ま
で
の
流
れ

こ
の
ご
案
内
は
団
体
総
合
生
活
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
も
の
で
す
。ご
加
入
に
あ
た
っ
て
は
、必
ず
記
載
の
U
RL
内
の「
重
要
事
項
説
明
書
」を
よ
く
お
読
み
く
だ

さ
い
。ご
不
明
な
点
等
が
あ
る
場
合
に
は
、代
理
店
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

現
在
ご
加
入
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、上
記
申
込
締
切
日
ま
で
に
、ご
加
入
者
の
方
か
ら
の
お
申
し
出
ま
た

は
保
険
会
社
か
ら
の
連
絡
が
な
い
限
り
、当
団
体
は
今
年
度
パ
ン
フ
レ
ット
等
に
記
載
の
補
償
内
容
に
て
、

保
険
会
社
に
保
険
契
約
を
申
し
込
み
ま
す
。な
お
、本
内
容
を
ご
了
承
い
た
だ
け
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

特
段
の
ご
加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。そ
の
他
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、取
扱
代
理
店
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。今
回
更
新
い
た
だ
く
内
容
に
一
部
改
定
が
あ
り
ま
す
。補
償
内
容・
保
険
料
等
の
主
な
改

定
点
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ご
加
入
内
容
に
関
す
る

大
切
な
お
知
ら
せ

＊
現
在
ご
加
入
の
方
は

　
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

5

※
パ
ソ
コ
ン・
ス
マ
ート
フ
ォ
ン
、タ
ブ
レ
ット
な
ど
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
裏
面
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
くだ
さ
い
。

▶
団
体
保
険
制
度
お
手
続
き
サ
イ
ト

ST
EP 1

▶
ト
ッ
プ
画
面

ST
EP 2

3ペ
ー
ジ
よ
り
、ご
希
望
の
プ
ラ
ン
を
お
選
び
い
た
だ
き
、表
面
の
Q
Rコ
ー
ド
か

U
RL
よ
り
サ
イ
ト
に
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

Q
.　
す
で
に
加
入
し
て
い
ま
す
が
、
新
た
に
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？

A.
　
本
制
度
は
自
動
継
続
と
な
り
ま
す
。
新
た
な
ご
加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。た
だ

し
、
新
中
学
1年
生
の
方
は
2月
頃
ご
案
内
し
た
自
動
継
続
の
ご
案
内
に
て
お
手

続
き
が
必
要
で
す
。

よ
く
あ
る
ご
質
問

Q
.　
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
か？

A
.　
本
制
度
は
損
害
保
険
料
控
除
の
対
象
外
で
す
が
、病
気
入
院
補
償
の
特
約
保
険

料
は
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
P3
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Q
.　
住
所
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か？

A
.　
ご
加
入
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
変
更
の
お
手
続
き
が
必
要
で
す
。お
手
続
き

に
必
要
な
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、 取
扱
代
理
店
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

Q
.　
広
島
県
外
の
学
校
へ
進
学
し
ま
す
。引
き
続
き
加
入
で
き
ま
す
か？

A.
　
ご
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、脱
退
の
お
手
続
き
が
必
要
で
す
。

Q
.　
放
課
後
公
園
で
遊
ん
で
い
る
と
き
に
ケ
ガ
を
し
ま
し
た
。対
象
と
な
り
ま
す
か
？

A
.　
お
ケ
ガ
の
補
償
は
24
時
間
で
す
の
で
、学
校
外
で
の
活
動
中
で
も
補
償
対
象

と
な
り
ま
す
。

Q
.　
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
と
き
の
ケ
ガ
は
対
象
と
な
り
ま
す
か
？

A
.　
自
転
車
や
他
の
乗
り
物
に
乗
車
中
の
お
ケ
ガ
も
補
償
対
象
で
す
。

Q
.　
駐
車
場
で
自
分
の
車
の
ド
ア
で
隣
に
駐
車
し
て
い
た
車
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

個
人
賠
償
責
任
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
す
か？

A
.　
自
動
車
保
険
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、個
人
賠
償
責
任
補
償
の
対
象
外
で
す
。

加
入
手
続
き
に
つ
い
て

変
更
・
脱
退
に
つ
い
て

補
償
内
容
に
つ
い
て

そ
の
他

●
本
制
度
は
自
動
継
続
と
な
り
ま
す
の
で
、現
在
す
で
に
ご
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
お
手
続
き
不
要
で
す
。

(※
自
動
継
続
の
ご
加
入
内
容
に
つ
い
て
は
、5
月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
る
加
入
者
票
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。)

●
新
規
ご
加
入
手
続
き
完
了
後
に
受
付
完
了
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
ま
す
の
で
、事
前
に「
@
tm
nf
.jp
」 
の
ド
メ
イ
ン
設
定
を
お
願
い
し
ま
す
。

(※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
設
定
等
に
よ
り
、ド
メ
イ
ン
設
定
を
し
て
も
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
場
合
は
5月

下
旬
に
郵
送
さ
れ
る
加
入
者
票
に
て
ご
加
入
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。)

●
ご
加
入
手
続
き
の
中
で
、保
険
料
引
落
し
口
座
の
ご
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。お
手
元
に
口
座
内
容
の
わ
か
る
も
の
を
ご
準
備
の
上
、お
手
続
き
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

●
午
前
4時
～
6時
の
間
は
お
手
続
き
で
き
ま
せ
ん
。

《
お
手
続
き
の
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
》

▶
保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）

　
情
報
の
入
力

ST
EP 5

❶
ご
職
業
に【
学
生
】が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

❷
 次
へ
進
む
 を
ク
リ
ッ
ク

取
扱
代
理
店
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

本
制
度
は
生
徒
お
一
人
に
つ
き
1加
入
と
な
り
ま
す
。複
数
の
ご
加
入
は
出
来
ま
せ
ん
。

団
体
総
合
生
活
保
険
 商
品
改
定
の
ご
案
内

改
定
点

こ
の
ご
案
内
は
、2
02
2年
10
月
1日
以
降
始
期
の
団
体
総
合
生
活
保
険
の
改
定
の
概
要
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。

ご
契
約
に
あ
た
っ
て
は
、必
ず
記
載
の
U
RL
内
の「
重
要
事
項
説
明
書
」を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。

ま
た
、「
ご
契
約
の
し
お
り（
約
款
）｣
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。約
款
の
ご
請
求
や
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、代
理
店
ま
た
は
東
京
海
上
日
動
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
償

改
　
定
　
項
　
目

概
　
　
　
要

通
院
日
数
に
か
か
わ
る「
ギ
プ
ス
等
」の
規
定
に
つ
い
て
、自
賠
責
保
険
の

支
払
基
準
に
内
容
お
よ
び
表
現
を
合
わ
せ
ま
す
。

こ
ど
も
傷
害
補
償

み
な
し
通
院
に
お
け
る「
ギ
プ
ス
等
」の
規
定
改
定

5

５
５

５

５

５ 6

月
○

○
○
○

○

現
在
ご
契
約
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
団
体
総
合
生
活
保
険
に
つ
い
て
、2
02
2年
10
月
１
日
以
降
始
期
契
約
よ
り
商
品
を
改
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。



6
7

サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

「
日
頃
の
様
々
な
悩
み
」か
ら「
も
し
も
」の
と
き
ま
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ！

東
京
海
上
日
動
の
サ
ー
ビ
ス
体
制
な
ら
安
心
で
す
。

・メ
デ
ィ
カ
ル
ア
シ
ス
ト

※
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
変
更・
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、グ
ル
ー
プ
会
社・
提
携
会
社
の
担
当
者
が
、「
お
名
前
」「
ご
連
絡
先
」「
団
体
名
」等
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

お
電
話
に
て
各
種
医
療
に
関
す
る
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

ま
た
、夜
間
の
救
急
医
療
機
関
や
最
寄
り
の
医
療
機
関
を
ご
案
内
し
ま
す
。

緊
急
医
療
相
談

常
駐
の
救
急
科
の
専
門
医
お
よ
び
看
護
師
が
、

緊
急
医
療
相
談
に
24
時
間
お
電
話
で
対
応
し
ま
す
。

が
ん
専
用
相
談
窓
口

医
療
機
関
案
内

夜
間・
休
日
の
受
付
を
行
っ
て
い
る
救
急
病
院
や
、

旅
先
で
の
最
寄
り
の
医
療
機
関
等
を
ご
案
内
し
ま
す
。

自
動
セ
ット

・介
護
ア
シ
ス
ト

お
電
話
に
て
ご
高
齢
者
の
生
活
支
援
や
介
護
に
関
す
る
ご
相
談
に
応
じ
、

優
待
条
件
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

自
動
セ
ット

・デ
イ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

法
律・
税
務・
社
会
保
険
に
関
す
る
お
電
話
で
の
ご
相
談
や

毎
日
の
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
を
ご
提
供
し
ま
す
。

自
動
セ
ット

ご
注
意
く
だ
さ
い

受
付
時
間
＊
1:
　
 2
4時
間
36
5日

01
20

-7
08

-1
10

＊
1 
予
約
制
専
門
医
相
談
は
、事
前
予
約
が
必
要
で
す（
予
約
受
付
は
、

　
　
24
時
間
36
5日
）。

®

® ®

受
付
時
間
：

い
ず
れ
も

土
日
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く

01
20

-4
28

-8
34

予
約
制
専
門
医
相
談

様
々
な
診
療
分
野
の
専
門
医
が
、輪
番
予
約
制
で

専
門
的
な
医
療・
健
康
電
話
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

が
ん
に
関
す
る
様
々
な
お
悩
み
に
、経
験
豊
富
な
医
師
と
メ
デ
ィ
カ
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
が
お
応
え
し
ま
す
。

電
話
介
護
相
談

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー・
社
会
福
祉
士・
看
護
師
等
が
、公
的
介
護
保
険
制
度
の
内
容
や
利
用
手
続
、介
護
サ
ー
ビ

ス
の
種
類
や
特
徴
、介
護
施
設
の
入
所
手
続
、認
知
症
へ
の
対
処
法
と
い
っ
た
介
護
に
関
す
る
ご
相
談
に
電

話
で
お
応
え
し
ま
す
。

認
知
症
の
ご
不
安
に
対
し
て
は
、医
師
の
監
修
を
受
け
た「
も
の
忘
れ
チ
ェ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
*1
」を
ご
利
用

い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

＊
1 
お
電
話
で
い
く
つ
か
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
き
、そ
の
回
答
結
果
に
基
づ
い
て
、受
診
の
お
す
す
め
や
専
門
医
療
機
関
の
ご
案
内

等
を
行
い
ま
す
。

情
報
サ
イ
ト「
介
護
情
報
ネ
ット
ワ
ー
ク
」を
通
じ
て
、介
護
の

仕
方
や
介
護
保
険
制
度
等
、介
護
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を

ご
提
供
し
ま
す
。

[ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
] w
w
w
.k
ai
go
nw
.n
e.
jp

社
会
保
険
に
関
す
る
相
談

公
的
年
金
等
の
社
会
保
険
に
つ
い
て
提
携
の
社
会
保
険
労
務
士
が
わ
か
り
や
す
く

電
話
で
ご
説
明
し
ま
す
。

※
社
会
保
険
労
務
士
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
の
関
係
で
ご
回
答
ま
で
に
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・ご
相
談
の
ご
利
用
は
、保
険
期
間
中
に
ご
相
談
内
容
の
事
柄
が
発
生
し
て
お
り
、か
つ
現
在
に
至
る
ま
で
保
険
契
約
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

・ご
相
談
の
対
象
は
、ご
契
約
者
、ご
加
入
者
お
よ
び
保
険
の
対
象
と
な
る
方（
法
人
は
除
き
ま
す
。）
、ま
た
は
そ
れ
ら
の
方
の
配
偶
者
*1
・ご
親
族
*2
の
方（
以
下
サ
ー
ビ
ス
対
象
者
と

い
い
ま
す
。）
の
う
ち
、い
ず
れ
か
の
方
に
日
本
国
内
で
発
生
し
た
身
の
回
り
の
事
象（
事
業
活
動
等
を
除
き
ま
す
。）
と
し
、サ
ー
ビ
ス
対
象
者
か
ら
の
直
接
の
相
談
に
限
り
ま
す
。

・一
部
の
地
域
で
は
ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

・各
サ
ー
ビ
ス
は
、東
京
海
上
日
動
が
グ
ル
ー
プ
会
社
ま
た
は
提
携
会
社
を
通
じ
て
ご
提
供
し
ま
す
。

・メ
デ
ィ
カ
ル
ア
シ
ス
ト
お
よ
び
介
護
ア
シ
ス
ト
の
電
話
相
談
は
医
療
行
為
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、ご
案
内
し
た
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
場
合
の
費
用
は
お
客
様

の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。

＊
1 
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
方
お
よ
び
戸
籍
上
の
性
別
が
同
一
で
あ
る
が
婚
姻
関
係
と
異
な
ら
な
い
程
度
の
実
質
を
備
え
る
状
態
に
あ
る
方
を
含
み
ま
す
。婚
約
と
は
異
な
り
ま
す
。

＊
2 
6親
等
以
内
の
血
族
ま
た
は
3親
等
以
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す
。

暮
ら
し
の
情
報
提
供

グ
ル
メ・
レ
ジ
ャ
ー
情
報・
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
情
報・
各
種
ス
ク
ー
ル
情
報

等
、暮
ら
し
に
役
立
つ
様
々
な
情
報
を
電
話
で
ご
提
供
し
ま
す
。

各
種
サ
ー
ビ
ス
優
待
紹
介
 *2

「
家
事
代
行
」「
食
事
宅
配
」「
リ
フ
ォ
ー
ム
」「
見
守
り・
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
」「
福
祉
機
器
」「
有
料
老
人
ホ
ー
ム・
高
齢
者
住
宅
」「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
旅
行
」と
い
っ
た
ご
高
齢
の
方
の

生
活
を
支
え
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
優
待
条
件
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
事
業
者
を
ご
紹
介
し
ま
す
。*
3

※
お
住
ま
い
の
地
域
に
よ
っ
て
は
ご
利
用
い
た
だ
け
な
か
っ
た
り
、優
待
を
実
施
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

＊
2 
本
サ
ー
ビ
ス
は
、サ
ー
ビ
ス
対
象
者（
「
ご
注
意
く
だ
さ
い
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）
に
限
り
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 ＊
3 
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
は
、お
客
様
に
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

法
律・
税
務
相
談

提
携
の
弁
護
士
等
が
身
の
回
り
の
法
律
や
税
金
に
関
す
る
ご
相
談
に
電
話
で
わ
か
り
や
す
く
お
応
え
し
ま
す
。ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、法
律・
税
務
に
関
す
る
ご
相
談

を
24
時
間
電
子
メ
ー
ル
で
受
け
付
け
、弁
護
士
等
の
専
門
家
が
電
子
メ
ー
ル
で
ご
回
答
し
ま
す
。

[ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
] w
w
w
.to
ki
om
ar
in
e-
ni
ch
id
o.
co
.jp
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tra
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or
/s
er
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co
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t.h
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l

※
弁
護
士
等
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
の
関
係
で
ご
回
答
ま
で
に
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
介
護
情
報
サ
ー
ビ
ス

転
院・
患
者
移
送
手
配
 *2

転
院
さ
れ
る
と
き
、民
間
救
急
車
や
航
空
機
特
殊
搭
乗
手
続
き
等
、一
連
の

手
配
の
一
切
を
承
り
ま
す
。

*2
 実
際
の
転
院
移
送
費
用
は
、お
客
様
に
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

・
電
話
介
護
相
談
 

　
　
　：
9：
00
～
17
：
00

・
各
種
サ
ー
ビ
ス
優
待
紹
介
 
：
9：
00
～
17
：
00

受
付
時
間
：

い
ず
れ
も

土
日
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く

01
20

-2
85

-1
10

・
法
律
相
談
 
　
　
　
　
　
　
：
10
：
00
～
18
：
00

・
税
務
相
談
 
　
　
　
　
　
　
：
14
：
00
～
16
：
00

・
社
会
保
険
に
関
す
る
相
談
 

：
10
：
00
～
18
：
00

・
暮
ら
し
の
情
報
提
供
 
　
　
　
：
10
：
00
～
16
：
00

（
各
サ
ー
ビ
ス
共
通
）

お
手
続
き
方
法 ▶
お
申
込
完
了・
口
座
を
登
録
す
る

ST
EP 10

▶
口
座
登
録
完
了

ST
EP 11

❶
お
手
続
き
が
完
了
す
る
と
、【
受
付
完
了
メ
ー
ル
】が
自
動
で
送
信
さ
れ
ま
す
。

口
座
振
替
の
登
録
手
続
き
画
面
に
進
み
、 
次
へ
進
む
  を
ク
リ
ッ
ク
。

❷
ご
利
用
に
な
る
金
融
機
関
を
ご
選
択
願
い
ま
す
。

▶
ご
加
入
内
容
の
確
認

ST
EP 9

お
手
続
き
内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、間
違
い
が
無
け
れ
ば
 内
容
を
確
定
す
る
 を

ク
リ
ッ
ク
。そ
し
て
、 
重
要
事
項
説
明
書
を
表
示
 を
ク
リ
ッ
ク
し
、ご
確
認
同
意
の
う

え
、ご
加
入
さ
れ
る
場
合
は
、 
加
入
す
る
 を
ク
リ
ッ
ク
。

❶

❸
引
落
口
座
の
情
報
を
入
力
し
 金
融
機
関
へ
 を
ク
リ
ッ
ク
。

金
融
機
関
サ
イ
ト
の
登
録
を
確
定
し
ま
す
。

❹
口
座
情
報
の
登
録
を
も
っ
て
お
手
続
き
は
完
了
で
す
。

▶
お
客
様（
加
入
者
）情
報
の
入
力

ST
EP 8ST
EP 7

補
償
を
確
定
し
次
へ
進
む
 を
ク
リッ
ク
。

ご
住
所
、メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、連
絡
先
を
入
力
願
い
ま
す
。

お
客
様
情
報
の
入
力

▶
ご
加
入
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
選
択

ST
EP 6

【
ご
注
意
】口
座
か
ら
お
引
き
落
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
掛
金
に
は
、各
タ
イ
プ
の

下
に
表
示
さ
れ
て
い
る
保
険
料
に
制
度
維
持
費
が
付
加
さ
れ
ま
す
。

❶
ご
加
入
さ
れ
る
タ
イ
プ
を
選
択
し
 選
択
す
る
 を
ク
リ
ッ
ク
。

❷
ご
加
入
さ
れ
る
タ
イ
プ
が
正
し
く
選
択
さ
れ
て
い
る
か
を
ご
確
認
い
た
だ
き

 確
定
す
る
 を
ク
リ
ッ
ク
。

❶
❷

※
タ
イ
プ
名
は
実
際
と
異
な
り
ま
す
。

所
属
検
索
欄

❶
検
索
ボ
タ
ン
を
押
下
す
る
と
所
属

検
索
画
面
に
な
り
ま
す
。

❷
キ
ー
ワ
ー
ド
入
力
欄
に
お
子
さ
ま

の
学
校
名
を
○
○
市
立
·町
立
·村

立
か
ら
入
力
し
検
索
い
た
だ
き
、

リ
ス
ト
か
ら
選
択
く
だ
さ
い
。

学
生・
生
徒・
児
童（
被
保
険
者
）の

卒
業
予
定
年
欄

❸
下
記
の
卒
業
予
定
年
早
見
表
を

ご
確
認
い
た
だ
き
、お
子
さ
ま

の
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
卒
業

年
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

※
本
制
度
は
小
学
校
お
よ
び
中
学

校
卒
業
ま
で
の
自
動
継
続
と
な

り
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
等
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
設
定
等
に
よ
り
メ
ー
ル

が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の

場
合
は
5月
下
旬
に
郵
送
さ
れ
る
加
入

者
票
に
て
ご
加
入
内
容
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

広
島
県
PT
A連
合
会
 
小・
中
学
生
総
合
保
障
制
度

で
は
、明
治
安
田
シ
ス
テ
ム
·テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
株
式
会

社
M
BS
事
業
部
門
に
集
金
業
務
を
委
託
し
て
お
り

ま
す
。

「
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」 
を
ご
確
認
い
た

だ
き
、 
個
人
情
報
の
ご
提
供
に
ご
同
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
画
面
が
表
示
さ
れ
ま
し
た
ら
口
座
の
ご
登
録
は
完
了
で
す
。

※
各
金
融
機
関
か
ら
登
録
完
了
メ
ー
ル
は
送
信
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
口
座
の
ご
登
録
完
了
後
す
ぐ
に
ご
加
入
内
容
画
面
を
確
認
い
た
だ
い
た

場
合
、「
口
座
未
登
録
」と
表
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
登
録
後
2営
業

日
以
降
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
ご
注
意
点
〉

ST
EP
10
の
申
込
完
了
画
面
は
確
認
で
き
た
が
、口
座
登
録
で
エ
ラ
ー
と
な
り
、S
TE
P1
1の

口
座
登
録
完
了
画
面
が
表
示
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
お
手
続
き
に
つ
い
て

⇒
ご
契
約
の
お
申
込
み
は
完
了
し
て
お
り
ま
す
の
で
、別
途
書
面
で
の
口
座
登
録
の
お
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

小
学
校
１
年
生

小
学
校
２
年
生

小
学
校
３
年
生

学
年

（
令
和５
年
4月
1日
時
点
）

令
和
１
1年

令
和
10
年

令
和
9年

小
学
校
卒
業
年

（
団
体
内
自
動
更
新
停
止
年
）

小
学
校
4年
生

小
学
校
5年
生

小
学
校
6年
生

学
年

（
令
和
5年
4月
1日
時
点
）

令
和
8年

令
和
7年

令
和
6年

小
学
校
卒
業
年

（
団
体
内
自
動
更
新
停
止
年
）

中
学
校
１
年
生

中
学
校
２
年
生

中
学
校
３
年
生

学
年

（
令
和
5年
4月
1日
時
点
）

令
和
8年

令
和
7年

令
和
6年

中
学
校
卒
業
年

（
団
体
内
自
動
更
新
停
止
年
）

❶ ❷ ❸

取
扱
代
理
店
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
小
学
校
〉

〈
中
学
校
〉


